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源
平
闘
諍
録
全
釈
（
四―

巻
一―

④
（
六
ウ
9
～
八
ウ
6
）
）

早
　

川
　

厚
　

一
　
　
　

【
原
文
】

然
程
忠
盛
此
事
可
有
何

カ（
一
）

ヤ
ス

御―
遊

モ

未
タル

ニ

終
（
一
）

闇―

打
ノ

事
兼
日
用―

意
之
間
立

二

―

倚
テ

灯―

影▽
七
オ

ニ一

如
二

一
尺
三
寸

ノ

打
刀
氷

ノ一

抜―

出
引
当
鬚―

髪
ニ一

押―

捫
テ

不
シ
テ

騒
（
一
）

静
差
腰

ニ一

又

立―

縁
障―

子
之
陰

ニ一

抜―

出
件

ノ

刀
ヲ一

取
ニ二

真―
手

ニ一

窺
人

ヲ一

気―

色
最―

露
（
ニ
）

見1

ヘ
テ

良―

久
シ

盻
テ二

殿
上
方

ヲ一

立
無
下

可
二

対
面

ヲ一

様
上

然
間
各
無
レト

ヤ

由
被
レケ

ン

思
其―

夜
ノ

暗―

打
止

ニ
ケ
リ

【
釈
文
】

　

然
る
程
に
、
忠
盛
、「
此
の
事
何い

か
が
有
る
べ
き
」
と

ヤ
ス

ら
ひ
、
御お

ん
あ
そ遊

び
も
未
だ
終
は
ら
ざ
る
に
、
闇
打
の
事
、
兼
日
用
意
の
間
、
灯
の
影▽

七
オ

に
立
ち
倚よ

つ
て
、
一
尺
三
寸

の
打
刀
の
、
氷
の
ご
と
き
を
抜
き
出
だ
し
、
鬚
の
髪
に
引
き
当
て
、
押
し
捫の

ご

ひ
て
、
騒
が
ず
し
て
静
か
に
腰
に
差
す
。
又
障
子
の
陰
に
立
ち
縁よ

り
、
件
の
刀
を
抜
き
出
だ

し
、
真ま

手て

に
取
る
に
、
人
を
窺
ふ
気
色
、
最い

と

露あ
ら
はに

見1

え
た
り
。
良や

や

久
し
く
、
殿
上
の
方
を
盻み

て
立
つ
に
、
対
面
を
す
べ
き
様
も
無
し
。
然
る
間
、
各
由
無
し
と
や
思
は
れ
け

ん
、
其
の
夜
の
暗や

み

打う
ち

止
み
に
け
り
。

【
校
異
・
訓
読
】
1
底
本
「
見

ヘ
テ

」。

【
注
解
】
〇
忠
盛
、「
此
の
事
何
か
が
有
る
べ
き
」

　

「
此
の
事
」
と
は
、
前
節
の
、

殿
上
人
達
が
、
忠
盛
を
闇
討
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
そ
う
。
た
だ
、
前

節
で
は
、
こ
の
事
を
聞
い
た
忠
盛
の
郎
等
家
貞
が
、
殿
上
の
小
庭
に
祗
候
し
た
た

め
、
殿
上
人
達
は
、「
各
舌
を
巻
い
て
懼
れ
逢
へ
り
」
と
し
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、

こ
こ
で
、
殊
更
に
、
忠
盛
は
、「
何
か
が
有
る
べ
き
」
と
た
め
ら
う
必
要
も
無
い

は
ず
で
あ
る
。
現
に
、
こ
の
後
、
忠
盛
は
、「
闇
打
の
事
、
兼
日
用
意
の
間
」（
闇

討
の
件
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
用
意
し
て
い
た
の
で
）
と
あ
る
わ
け
だ
か

ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
こ
は
、「
忠
盛
も
、
…
」
と
訓
み
、
家

貞
と
忠
盛
主
従
の
用
意
周
到
ぶ
り
を
記
そ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
忠

盛
の
こ
う
し
た
思
い
は
、
こ
の
後
の
、
御
前
の
召
で
、
殿
上
人
達
に
よ
り
「
伊
勢

平
氏
は
酢
瓶
な
り
け
り
」
と
囃
さ
れ
た
折
の
思
い
に
こ
そ
相
応
し
い
と
言
え
る
。

そ
の
折
の
忠
盛
の
思
い
を
、
こ
の
場
面
に
転
用
し
た
た
め
の
不
整
合
と
も
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
後
の
「
御
遊
び
も
未
だ
終
は
ら
ざ
る
に
」
項
参
照
。
　

〇

ら
ひ
　

「

」
の
用
字
は
こ
の
箇
所
の
み
。〈
名
義
抄
〉「　

タ
メ
ラ
フ
　

ユ
ク
」（
法

上
八
〇
）、『
天
文
本
字
鏡
鈔
』「　

ウ
ヤ
マ
フ
、
ハ
シ
ル
、
タ
メ
ラ
フ
、
ツ
マ

ツ
ク
、
オ
ト
ル
、
ア
ツ
ム
、
ユ
ク
、
ヨ
ソ
ホ
ヒ
」（
七
七
三
）。
た
め
ら
う
意
。
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〇
御
遊
び
も
未
だ
終
は
ら
ざ
る
に
　

当
該
句
は
、〈
四
・
延
・
長
・
盛
・
南
・
屋
・

覚
〉
で
は
、
忠
盛
が
、
御
前
の
召
し
で
「
す
が
め
」
と
囃
さ
れ
、
何
ら
抗
言
も
で

き
ず
に
退
出
す
る
場
面
に
使
わ
れ
て
い
る
。〈
延
〉「
而
ニ
「
ス
ガ
メ
ナ
リ
ケ
リ
」

ト
ハ
ヤ
サ
レ
テ
、
御
遊
モ
未
ダ
ハ
テ
ヌ
ニ
、
深
更
ニ
及
テ
罷
出
ラ
レ
ケ
ル
ニ
」

（
一
九
ウ
～
二
〇
オ
）。
と
す
れ
ば
、
前
々
項
で
考
え
た
よ
う
に
、〈
闘
〉
は
、
こ

の
当
該
句
を
、
こ
の
場
面
に
転
用
し
た
可
能
性
が
高
ま
ろ
う
。
　

〇
闇
討
の
事
、

兼
日
用
意
の
間
　

次
節
で
、
刀
を
主
殿
司
に
預
け
る
場
面
で
も
、「
所
存
の
旨
有

る
に
依
つ
て
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
闇
討
の
こ
と
を
か
ね
て
知
り
、
周
到
に

用
意
す
る
忠
盛
を
、〈
闘
〉は
よ
り
詳
細
に
記
す
。
　

〇
灯
の
影
　

〈
全
注
闘
〉は
、

「
灯
影
」
を
「
ほ
か
げ
」
と
訓
む
が
、
根
拠
未
詳
。
　

〇
一
尺
三
寸
の
打
刀
の
、

氷
の
ご
と
き
を
抜
き
出
だ
し
…
　

前
節
の
A
家
貞
祗
候
話
と
、
B
本
話
の
忠
盛
示

威
行
動
話
を
受
け
、
C
「
由
無
し
と
や
思
は
れ
け
ん
、
其
の
夜
の
暗
打
止
み
に
け

り
」
と
締
め
括
る
の
が
、〈
四
・
闘
・
南
〉
だ
が
、
B
の
忠
盛
の
示
威
行
動
話
は
、

次
に
見
る
よ
う
に
、
三
様
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。〈
四
〉
は
、

1B
「
其

の

上へ

忠

盛
亦
差
二て

大
鞘
巻
一を

無
キキ

四
度
計
之
躰

に
て

時ヲ
リ

々ヲ
リ

柄
を

人
に

被
レけ

る

見
」（
四
左
）
と
、
忠
盛

が
、
し
ど
け
な
き
様
に
柄
を
時
々
見
せ
て
殿
上
人
等
を
威
圧
し
た
と
す
る
形
、

〈
闘
〉
は
、

2B
灯
の
側
で
氷
の
よ
う
に
光
る
刀
を
抜
き
、
鬢
の
髪
に
当
て
て
威
圧

し
た
と
い
う
形
、〈
南
〉
は
、

3B
「
其
上
、
忠
盛
又
束
帯
ノ
下
ニ
一
尺
三
寸
ノ
サ

ヤ
巻
ヲ
ヨ
コ
タ
ヘ
指
タ
リ
。
ツ
カ
ヲ
ワ
ザ
ト
出
テ
、
人
ニ
ゾ
見
セ
ラ
レ
ケ
ル
。
火

ノ
ホ
ノ
ク
ラ
カ
リ
ケ
ル
景
ニ
テ
抜ヌ

キ

出
テ
、
ビ
ン
ノ
髪カ

ミ

ニ
引
ア
テ
ヽ
巾

ノ
コ
ハ
レケ

ル
ガ
、
ヨ

ソ
目
ニ
ハ
氷
ナ
ン
ド
ノ
様
ニ
ゾ
見
ヘ
タ
リ
ケ
ル
」（
上―

八
～
九
頁
）
と
、

1B
と

2

B
を
併
せ
た
形
。
一
方
、〈
延
〉
は
、

1B
・
A
・
C
・2B
の
形
。
つ
ま
り
、〈
延
〉
は
、

B
の

1

刀
を
し
ど
け
な
く
差
し
て
、
柄
を
見
せ
て
威
圧
す
る
忠
盛
の
示
威
行
動
の
上

に
、
A
の
「
主
事
ニ
ア
ハ
ヾ
、
小
庭
ヨ
リ
殿
上
マ
デ
、
切
上
リ
ツ
ベ
キ
」（
一
八

ウ
）
家
貞
の
形
相
に
威
圧
さ
れ
、
C
「
人
々
由
ナ
シ
ト
ヤ
思
ハ
レ
ケ
ム
、
其
夜
ノ

闇
討
セ
ザ
リ
ケ
リ
」
と
締
め
括
っ
た
後
、
再
び
、

2B
「
其
上
、
忠
盛
朝
臣
、
大
ノ

刀
ヲ
ヌ
キ
テ
、
火
ノ
ホ
ノ
グ
ラ
カ
リ
ケ
ル
所
ニ
テ
、
鬢
髪
ニ
引
ア
テ
ヽ
、
拭
ハ
レ

ケ
リ
。
余
所
目
ニ
ハ
、
氷
ナ
ド
ノ
様
ニ
ゾ
見
ケ
ル
」（
一
八
ウ
）
と
し
て
、
や
や

重
複
気
味
に
忠
盛
の
示
威
行
動
を
付
加
す
る
形
。
に
対
し
て
、〈
長
・
屋
・
覚
〉

は
、

3B
・
A
・
C
と
し
て
、

3B
忠
盛
の
示
威
行
動
話
を
前
面
に
押
し
出
し
、
忠
盛

昇
殿
話
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
形
に
す
る
。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、〈
四
・
闘
・
南
〉

の
形
は
、〈
延
〉
的
な
形
を
受
け
、〈
長
・
屋
・
覚
〉
の
形
に
至
る
過
渡
的
な
姿
を

残
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。
ま
た
、〈
盛
〉
は
、
A
・

1B
・
C
の
後
、
忠
臣
の

先
例
説
話
と
し
て
「
鴻
門
之
会
」
説
話
を
引
き
、
次
に
忠
盛
の
示
威
行
動
に
よ

り
、
気
を
失
っ
た
中
宮
亮
秀
成
の
話
、
続
い
て
五
節
由
来
話
の
後
に
、
す
が
め
と

囃
さ
れ
た
と
し
て

2B
を
引
き
、
続
け
て
こ
の
刀
を
忠
盛
が
主
殿
司
に
預
け
た
と
す

る
。〈
盛
〉
の

2B
は
、
忠
盛
の
帯
刀
を
人
々
に
確
認
さ
せ
、
訴
え
さ
せ
る
た
め
の

便
法
の
よ
う
に
も
読
め
る
。
な
お
、
刀
を
「
一
尺
三
寸
」
と
す
る
の
は
、〈
延
・

長
・
盛
・
南
〉
同
じ
だ
が
、
い
ず
れ
も
鞘
巻
。〈
四
・
屋
・
覚
〉「
大
鞘
巻
」（〈
四
〉

四
左
）。「
打
刀
」
と
す
る
の
は
、〈
闘
〉
の
み
。
打
刀
は
、「
外
装
は
「
刀
」
様
式

な
が
ら
、
刀
身
に
は
寸
法
と
反
り
が
あ
り
、「
打
つ
」
と
い
う
機
能
を
持
っ
た
刀

剣
」
だ
が
、
打
刀
の
使
用
者
に
は
、「
出
家
者
・
検
非
違
使
の
下
部
・
童
な
ど
」

の
「
立
場
的
・
身
分
的
、
時
に
経
済
的
に
「
た
ち
」
を
持
つ
こ
と
が
困
難
な
階

層
」（
近
藤
好
和
七
二
～
七
三
頁
）
の
者
が
多
い
と
言
う
。「
館
太
郎
貞
保
は
、
黒

革
の
腹
巻
に
、
打
刀
、
腰
に
さ
し
て
、
そ
の
上
に
牛
飼
の
装
束
し
て
、
御
車
仕

る
」（
新
大
系
『
平
治
物
語
』
一
八
〇
頁
）。〈
闘
〉
の
用
例
は
、
特
異
な
も
の
と

言
え
よ
う
。
　

〇
氷
の
ご
と
き
を
抜
き
出
だ
し
　

「
氷
ナ
ド
ノ
様
ニ
ゾ
見
ケ
ル
」

（〈
延
〉
一
八
ウ
）
と
す
る
〈
延
・
長
・
南
・
屋
・
覚
〉
の
場
合
、
刀
が
灯
の
火
を
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受
け
て
煌
め
く
様
を
「
氷
」
に
喩
え
る
の
で
あ
ろ
う
。「
氷
」
の
喩
え
は
な
い
が
、

〈
盛
〉
に
は
「
火
ノ
光
ニ
耀
合
テ
キ
ラ
メ
キ
ケ
レ
バ
」（
1―

二
三
頁
）
と
あ
る
。

一
方
、〈
闘
〉
の
場
合
は
、
打
刀
の
鋭
利
な
様
を
、「
氷
」
に
喩
え
て
い
る
と
も
読

め
よ
う
。
　

〇
押
し
捫
ひ
て
　

〈
名
義
抄
〉「
捫
　

ノ
ゴ
フ
」（
仏
下
本
六
二
）。
　

〇
騒
が
ず
し
て
静
か
に
腰
に
差
す
…
　

「
対
面
を
す
べ
き
様
も
無
し
」ま
で
、〈
闘
〉

の
独
自
異
文
。
念
に
は
念
を
入
れ
、
周
到
に
用
意
し
、
殿
上
人
を
威
圧
し
よ
う
と

す
る
〈
闘
〉
の
忠
盛
像
に
通
う
も
の
が
あ
ろ
う
。
　

〇
真
手
　

両
手
。
　

〇
盻
て

〈
名
義
抄
〉「
盻
　

ミ
ル
」（
仏
中
六
六
）。

【
引
用
研
究
文
献
】

＊
近
藤
好
和
『
中
世
的
武
具
の
成
立
と
武
士
』（
吉
川
弘
文
館
二
〇
〇
〇
・
3
）

【
原
文
】

抑
五―

節
ノ

晏―

水
ト

申
ハ

是
自
二

清―
見―
原

ノ

天
皇
御
時
（
一
）

始
以
至
二テ

今
ノ

代
一ニ

肩―

抜
ニ
ハ

白―

薄―

様
ノ

小
禅
師

ノ

紙
巻―

上
ノ

袖
書
二タ

ル

友―

絵
一

筆
ノ

軸
ト

拍
此
（
一
）

易
二テ

拍―

子
一ヲ

拍
ケ
ル

伊
勢
平

氏
ハ

酢ス

―

瓶
（
一
）

忠―

盛
従
二

伊
勢
国
一

生―
立
之
上
片―

目
ノ

角―

ヲ

心―

憂
ト
ハ

雖
思

ト（
一
）

依
有
二ル

ニ

所―

存
之
旨
一

夜
及
二テ

深―

更
一ニ

且
為
二ニ

後―

日
ノ

訴―

訟
一ノ

於
二

紫―

震―

殿
御―

後
一ニ

被
レル

ニ

見
二

諸
ノ

殿―

上―

人
一

取
二

―

出
テ

件―

刀
一ヲ

預
二

―

置
テ
ン

主―
殿―
司
一ニ

被
出
（
一
）

家―

貞
待―

請
テ

如―

何
候

ケ
ル
ト

尋―

申
ケ
レ
ハ

無
二

別
ノ

事
一

答
ケ
リ

【
釈
文
】

　

抑
、
五
節
の
宴
（
晏
）
水
と
申
す
は
、
是こ

れ

清き
よ

見み

原は
ら

ノ

天
皇
の
御
時
よ
り
始
め
て
以
て
、
今
の
代
に
至
る
ま
で
、
肩か

た

抜ぬ
ぎ

に
は
、「
白し

ろ

薄う
す

様や
う

の
小こ

禅ぜ
ん

師じ

の
紙
、
巻ま

き

上あ
げ

の
袖
、
友と

も

絵ゑ

書
い
た
る
筆
の
軸
」
と
、
此か

く
拍は

や

す
に
、
拍
子
を
易か

へ
て
、「
伊
勢
平
氏
は
酢ス

瓶が

め
な
り
け
り
」
と
ぞ
拍は

や

し
け
る
。
忠
盛
は
伊
勢
国
よ
り
生
ひ
立
ち
け
る
上
、
片
目
の
角す

が
め

（

）

を
心
憂
し
と
は
思
ふ
と
雖
も
、
所
存
の
旨
有
る
に
依
つ
て
、
夜
深
更
に
及
ん
で
、
且
つ
は
後
日
の
訴
訟
の
為
に
、
紫
震
殿
の
御
後う

し
ろに

於
て
、
諸

か
た
へ

の
殿
上
人
の
見
ら
る
る
に
、

件
の
刀
を
取
り
出
だ
し
て
、
主と

の

殿も
づ

司か
さ

に
預
け
置
き
て
ぞ
出
で
ら
れ
け
る
。
家
貞
待
ち
請
け
て
、「
如い

か

何が

候
ひ
け
る
」
と
尋
ね
申
し
け
れ
ば
、「
別
の
事
無
し
」
と
答
へ
け
り
。

【
注
解
】
〇
抑
、
五
節
の
宴
（
晏
）
水
と
申
す
は
…
　

宴
水
は
、「
淵
酔
」
の
こ

と
。「
淵
酔
」
の
原
義
は
「
心
底
酔
う
」
意
。
宮
廷
行
事
の
中
で
最
も
無
礼
講
的

と
言
え
る
よ
う
な
酒
宴
で
あ
っ
た
（
沖
本
幸
子
①
二
三
頁
）。
な
お
、
諸
本
に
は
、

初
め
に
、〈
延
〉「
サ
テ
御
前
ニ
召
シ
ア
リ
テ
、
忠
盛
朝
臣
被
参
ケ
ル
ニ
、
五
節
ノ

ハ
ヤ
シ
ト
申
ハ
」（
一
八
ウ
）
の
よ
う
な
導
入
句
が
あ
る
た
め
、
な
ぜ
こ
こ
で
五

節
の
淵
酔
の
起
源
が
記
さ
れ
る
の
か
分
か
り
や
す
い
が
、〈
闘
〉
は
そ
の
点
や
や

唐
突
の
感
が
あ
る
。
　

〇
是
清
見
原

ノ

天
皇
の
御
時
よ
り
始
め
て
以
て
、
今
の
代

に
至
る
ま
で
　

〈
全
注
闘
〉
は
、
返
り
点
に
は
従
わ
ず
、「
是
れ
清
見
原
天
皇
の
御

時
に
始
め
て
よ
り
以

こ
の
か
た、

今
の
代
に
至
る
ま
で
」（
上―

五
二
頁
）
と
訓
む
。〈
闘
〉

で
、「
こ
の
か
た
」
と
訓
む
可
能
性
の
あ
る
用
字
と
し
て
は
、「
以
来
」「
以
降
」

「
以
後
」「
来
」
の
四
種
類
有
る
が
、「
以
」
を
「
こ
の
か
た
」
と
訓
む
用
例
は
、

こ
こ
以
外
に
な
い
。
掲
出
の
訓
み
で
は
、「
以
て
」
を
強
調
の
意
に
解
し
た
。
　

〇
肩
抜
に
は
、「
白
薄
様
の
小
禅
師
の
紙
、
巻
上
の
袖
、
友
絵
書
い
た
る
筆
の
軸
」

と
、
此
く
拍
す
に
　

五
節
の
淵
酔
は
、
殿
上
に
始
ま
っ
て
、
女
院
や
中
宮
の
御
所

へ
推
参
し
、
寅
日
に
は
さ
ら
に
「
御
前
の
召
」
で
同
様
の
芸
能
が
行
わ
れ
た
。
そ

の
「
御
前
の
召
」
で
は
、
朗
詠
や
今
様
・
乱
舞
が
行
わ
れ
た
が
、
乱
舞
の
折
に
白
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薄
様
が
歌
わ
れ
た
（
沖
本
幸
子
②
二
四
六
・
二
六
七
頁
）。
そ
の
白
薄
様
は
、
室

町
期
の
例
を
記
す
『
五
節
間
郢
曲
事
』（『
綾
小
路
俊
量
卿
記
』）
に
よ
れ
ば
、「
白

う
す
や
う
。
こ
せ
ん
し
の
紙
。
ま
き
あ
げ
の
筆
。
と
も
ゑ
か
い
た
る
筆
の
ぢ
く
。

や
れ
こ
と
う
と
う
。〈
五
反
七
反
相
替
也
〉」（
群
書
七―

四
七
頁
）
と
歌
わ
れ
た
。

そ
の
歌
詞
は
、「
白
薄
様
　

濃
染
紙
の
紙
　

巻
上
の
筆
　

巴
書
い
た
る
筆
の
軸
　

や
れ
こ
と
う
と
う
」
と
い
う
文
具
尽
く
し
の
内
容
。
と
す
れ
ば
、〈
闘
〉
の
「
巻

上
の
袖
」
は
、「
フ
デ
」
が
「
ソ
デ
」
と
誤
読
さ
れ
た
た
め
生
じ
た
も
の
か
。
な

お
、
五
節
の
淵
酔
に
お
い
て
、
天
武
天
皇
の
時
か
ら
今
の
代
に
至
る
ま
で
、
白
薄

様
の
乱
舞
が
行
わ
れ
て
い
た
と
記
す
が
、
一
一
三
〇
年
代
頃
か
ら
し
ば
ら
く
の
間

は
「
万
歳
楽
」
で
の
乱
舞
の
み
で
あ
っ
た
。『
た
ま
き
は
る
』
に
よ
れ
ば
、
仁
安

三
年
（
一
一
六
八
）
以
降
の
時
点
に
お
い
て
、「
白
薄
様
」
は
、
五
節
の
淵
酔
の

芸
能
と
し
て
定
着
し
て
い
な
い
、
珍
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
と
い
う

（
沖
本
幸
子
③
二
三
〇
～
二
三
二
頁
、
二
四
〇
～
二
四
一
頁
）。

　

〇
易
へ
て
　

〈
名

義
抄
〉「
易
　

カ
フ
」（
仏
中
九
〇
）。
　

〇
伊
勢
平
氏
は
酢
瓶
な
り
け
り
　

『
多
度

大
神
本
縁
略
記
』
に
は
、
多
度
の
神
を
信
じ
一
千
度
の
参
詣
を
遂
げ
た
忠
盛
が
、

夜
の
夢
に
一
つ
の
壺
を
得
た
が
、
そ
れ
は
酢
甕
だ
っ
た
。
そ
の
日
か
ら
忠
盛
は
、

目
を
患
い
、
一
年
の
間
に
眇
と
な
っ
た
が
、
昇
進
は
思
い
の
ま
ま
、
つ
い
に
昇
殿

を
果
た
し
た
と
す
る
近
世
以
前
の
伊
勢
地
方
に
伝
わ
る
忠
盛
の
「
す
が
め
」
伝
承

が
載
る
（
高
橋
昌
明
六
七
頁
）
。
　

〇
忠
盛
は
伊
勢
国
よ
り
生
ひ
立
ち
け
る
上

…
　

他
本
に
較
べ
て
簡
略
な
記
事
だ
が
、
同
様
に
記
す
の
が
〈
南
〉。「
忠
盛
ハ
伊

勢
国
ヨ
リ
オ
ヒ
タ
チ
テ
、
目
ノ
少
シ
ス
ガ
ミ
タ
リ
ケ
レ
バ
ナ
リ
」（
上―

九
頁
）。

に
対
し
て
、〈
四
・
延
・
長
・
盛
・
屋
・
覚
〉
で
は
、
平
氏
が
、
桓
武
天
皇
の
子

孫
で
あ
り
な
が
ら
、
今
で
は
官
位
も
下
り
、
伊
勢
に
住
む
こ
と
久
し
く
な
っ
た
た

め
、
伊
勢
平
氏
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
伊
勢
の
瓶
子
の
酢
瓶
に
か

け
て
、
こ
の
よ
う
に
囃
さ
れ
た
の
だ
と
説
く
。〈
延
〉「
忠
盛
左
ノ
目
ノ
、
眇

ス
ガ
ミ

タ
リ

ケ
レ
バ
、
カ
ク
ハ
ヤ
シ
タ
リ
。
桓
武
天
皇
末
葉
ト
申
ナ
ガ
ラ
、
中
比
ヨ
リ
ハ
ウ
チ

サ
ガ
テ
、
官
途
モ
ア
サ
ク
、
地
下
ニ
ノ
ミ
シ
テ
都
ノ
ス
マ
ヰ
ウ
ト

く
シ
ク
、

常
ハ
伊
勢
国
ニ
住
シ
テ
、
久
ク
人
ト
ナ
リ
ケ
レ
バ
、
此
一
門
ヲ
バ
、
伊
勢
平
氏
ト

申
ナ
ラ
ハ
シ
タ
ル
ニ
、
彼
国
ノ
器
ニ
対
シ
テ
、「
伊
勢
平
氏
ハ
酢
瓶
ナ
リ
ケ
リ
」

ト
、
ハ
ヤ
シ
タ
リ
ケ
ル
ト
カ
ヤ
」（
一
九
オ
）。〈
闘
・
南
〉
で
は
、「
平
氏
が
、
桓

武
天
皇
の
子
孫
で
あ
り
な
が
ら
、
今
で
は
官
位
も
下
り
、
伊
勢
に
住
む
こ
と
久
し

く
な
っ
た
」
事
情
や
、
酢
瓶
と
囃
さ
れ
る
理
由
も
明
確
と
は
な
ら
な
い
。
略
述
に

よ
る
本
文
改
変
が
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
が
、
こ
の
略
述
は
、〈
南
〉
に
も
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、〈
闘
〉
を
遡
る
段
階
で
な
さ
れ
た
も
の
か
。
　

〇
角

を
心
憂
し

と
は
思
ふ
と
雖
も
　

〈
名
義
抄
〉「　

ス
カ
メ
」（
仏
中
七
四
）。
忠
盛
は
、
自
ら

の
す
が
め
を
心
憂
く
思
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
は
、
殿
上
人
達
に
、「
伊
勢

平
氏
は
酢
瓶
な
り
け
り
」
と
囃
さ
れ
た
こ
と
を
指
そ
う
。〈
南
〉
の
「
目
ノ
少

シ
ス
ガ
ミ
タ
リ
ケ
レ
バ
ナ
リ
。
心
ウ
シ
ト
ハ
思
ハ
レ
ケ
レ
ド
モ
」（
九
頁
）
を

参
照
す
れ
ば
、〈
闘
〉
も
、「
片
目
の
角

み
た
り
け
れ
ば
な
り
。
心
憂
し
と
は

思
ふ
と
雖
も
」
と
で
も
訓
む
べ
き
と
こ
ろ
。「
角

を
」
の
「
を
」
は
、
後
の
付

訓
か
。
　

〇
所
存
の
旨
有
る
に
依
つ
て
　

〈
四
・
延
・
長
・
盛
・
南
・
屋
・
覚
〉

で
は
、忠
盛
は
、な
す
す
べ
な
く
退
出
し
て
い
る
。〈
延
〉「
忠
盛
ス
ベ
キ
様
無
テ
、

サ
テ
ヤ
ミ
ヌ
」（
一
九
オ
）。
に
対
し
て
、〈
闘
〉
に
は
、
こ
の
後
の
訴
訟
に
対
す

る
準
備
は
勿
論
、上
皇
の
叡
感
に
与
る
こ
と
ま
で
も
織
り
込
み
ず
み
か
の
よ
う
な
、

自
信
に
あ
ふ
れ
た
忠
盛
像
が
見
ら
れ
る
。
前
節
の
注
解
「
闇
討
の
事
、
兼
日
用
意

の
間
」、
次
々
節
の
注
解
「
忠
盛
の
申
し
状
、
誠
に
如
勇
く
ぞ
聞
こ
え
し
」
参
照
。

〇
紫
震
殿
の
御
後
　

〈
闘
〉
は
、「
御
後
」
に
訓
符
を
付
し
、「
御
う
し
ろ
」
と
訓

ま
せ
る
が
、
訓
は
、「
ご
ご
」が
正
し
い
。
な
お
、〈
長
・
盛
・
屋
〉
も
「
う
し
ろ
」
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と
訓
む
。「
御
後
」
は
、
紫
宸
殿
の
北
庇
で
、「
一
部
を
屏
風
で
仕
切
り
、
御
倚
子

を
立
て
て
御お

粧よ
そ

物も
の

所ど
こ
ろと

し
た
」（『
国
史
大
辞
典
』
6―

七
九
三
頁
）。
ま
た
、
御

後
は
、
淵
酔
の
行
わ
れ
て
い
る
広
廂
か
ら
見
え
る
位
置
に
あ
っ
た
。〈
盛
全
釈
〉

の
「
紫
宸
殿
ノ
後
ニ
テ
、
主
殿
司
ヲ
招
寄
」（
二―

一
六
頁
）
の
注
解
参
照
。
こ

の
よ
う
に
、
主
殿
司
を
紫
宸
殿
の
御
後
に
招
き
寄
せ
て
腰
刀
を
預
け
た
と
す
る
の

が
、〈
四
・
闘
・
長
・
盛
・
南
・
屋
・
覚
〉。
に
対
し
て
、〈
延
〉
で
は
、
忠
盛
は
、

主
殿
司
の
い
る
主
殿
宿
に
立
ち
寄
り
、
腰
刀
を
預
け
て
い
る
。〈
延
〉「
忠
盛
出
給

ケ
ル
ト
キ
、
腰
刀
ヲ
バ
、
主
殿
司
ニ
預
テ
、大
盤
ノ
上
ニ
ヲ
カ
レ
テ
ケ
リ
」（
二
〇

オ
）。
そ
の
主
殿
宿
は
、
殿
上
間
・
沓
脱
に
至
近
で
、
殿
上
か
ら
退
出
す
る
忠
盛

が
、
腰
刀
を
預
け
る
場
所
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
言
え
よ
う
。
　

〇
諸
の

殿
上
人
の
見
ら
る
る
に
　

〈
長
・
屋
・
覚
〉
同
。〈
長
〉「
紫
宸
殿
の
御
う
し
ろ
に

て
こ
の
こ
し
の
刀
を
か
た
へ
の
殿
上
人
あ
ま
た
見
ら
る
ゝ
所
に
て
」（
1―

三
二

頁
）。
前
項
の
注
解
参
照
。〈
名
義
抄
〉「
諸
　

カ
タ
ヘ
」（
法
上
六
五
）。
　

〇
主

殿
司
　

主
殿
司
の
構
成
員
は
、「
念
若
・
千
鳥
・
天
女
と
い
っ
た
女
嬬
名
な
の
か

芸
名
な
の
か
定
か
で
は
な
い
名
を
持
ち
…
限
り
な
く
芸
能
者
に
似
た
要
素
を
備
え

た
司
だ
っ
た
」（
菅
野
扶
美
一
九
頁
）。忠
盛
が
、
こ
の
前
後
に
、
殿
上
人
相
手
に
、

芝
居
が
か
っ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
演
じ
る
き
っ
か
け
を
媒
介
す
る
に
ふ
さ
わ
し

い
所
職
で
あ
る
と
は
言
え
よ
う
。
　

〇
別
の
事
無
し
　

忠
盛
が
、
こ
の
よ
う
に

答
え
た
理
由
を
、〈
四
・
闘
・
長
・
南
〉
は
記
さ
な
い
が
、〈
延
・
盛
・
屋
・
覚
〉

は
、〈
延
〉「
面
目
ナ
キ
事
ナ
レ
バ
」（
二
〇
オ
）、〈
屋
〉「
忠
盛
此
事
有
ノ
マ
ヽ
ニ

語
ラ
バ
ヤ
ト
思
ハ
レ
ケ
レ
ド
モ
、
云
ツ
ル
物
ナ
ラ
バ
只
今
何
ク
マ
デ
モ
切キ

リ

上ノ
ボ

ラ
ム

ズ
ル
者
ニ
テ
有
間
」（
一
〇
～
一
一
頁
。〈
盛
・
覚
〉
ほ
ぼ
同
）
等
と
記
す
。

【
引
用
研
究
文
献
】

＊
沖
本
幸
子
①
「
散
楽
と
今
様
」（
国
語
と
国
文
学
、
二
〇
〇
〇
・
12
。『
今
様
の
時
代―

変
容
す
る
宮
廷
芸
能
』
東
京
大
学
出
版
会
二
〇
〇
六
・
2
再
録
。
引
用
は
後
者
に

よ
る
）

＊
沖
本
幸
子
②
「
物
云
舞
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て―

五
節
の
櫛
と
の
関
わ
り
か
ら
」（
梁
塵
二
一
、二
〇
〇
三
・
12
。『
今
様
の
時
代―

変
容
す
る
宮
廷
芸
能
』
東
京
大
学
出
版

会
二
〇
〇
六
・
2
再
録
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
）

＊
沖
本
幸
子
③
「
歌
か
ら
舞
へ―

五
節
の
乱
舞
を
中
心
に
」（
Z 

E 

A 

M 
I
二
、二
〇
〇
三
・
6
。『
今
様
の
時
代―

変
容
す
る
宮
廷
芸
能
』
東
京
大
学
出
版
会
二
〇
〇
六
・

2
再
録
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
）

＊
菅
野
扶
美
「
半
物
・
雑
仕
・
主
殿
司
・
厨
女―

今
様
周
縁
の
女
の
層
を
め
ぐ
っ
て―
」（
日
本
文
学
二
〇
〇
七
・
7
）

＊
高
橋
昌
明
『
清
盛
以
前―

伊
勢
平
氏
の
興
隆―

』（
平
凡
社
一
九
八
四
・
5
。
増
補
・
改
訂
版
文
理
閣
二
〇
〇
四
・
10
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
）

【
原
文
】

上―

古
ニ
モ

有
二ケ

リ

加―

様
事
一

昔
季―

仲
ノ

卿
者
色

ノ

極
テ

黒
ハ

時
人
申
二

黒1

―

帥▽
七
ウ

一ト
ソ

然
ニ

為
二

蔵―

人
ノ

頭
一

之
時
五―

節
ノ

宴
ニ

穴
黒―

々
シ

瞻
キ

頭
哉
拍
二ケ

リ

誰
捕
一ヘ

テ

漆―

塗
一ケ

ン

季―

仲
卿

ノ

方―

人
ニ

殿―

上
人
穴
白
々
素

キ

主
哉
何

ナ
ル

人
推
レケ

ン
ト

帛
ヲ

拍2
ス

此
（
一
）

又
花―

山
ノ

院
ノ

入
道
大
政
大
臣
御―

年
十
歳
之
時
奉
レ

後
ヲ
ク
レ

父
忠―
家
卿
一ニ

在
ケ
ル
ヲ

恂ミ

―

子
（ニ

テ
一
）

中
御―

門
ノ

中
納
言
家―

成
卿
為
二シ

幡
磨
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守
一

之
時
取
聟
（
一

（
ニ
））

声―

花
ニ

被

一テ

此
モ

五3

―

節
ノ

幡―

磨
米

ハ

木―

賊
歟
椋

ム
ク
ノ―

葉
歟
属

ト

人
蔵―

規
ヲ（

一
）

早
ケ
リ

雖
然
（
一
）

上―

代
敢

テ

事
モ

不
出―

来
（
一
）

末―

代
ハ

可
有
何

カ（
一
）

覧
難
知
（
一
）

【
釈
文
】

　

上
古
に
も
加
様
の
事
有
り
け
り
。
昔
、
季
仲

ノ

卿
は
、
色
の
極
め
て
黒
か
り
け
れ
ば
、
時
の
人
、「
黒1

帥▽
七
ウ

」
と
ぞ
申
し
け
る
。
然
る
に
、
蔵
人

ノ

頭
た
り
し
時
、
五
節
の
宴

に
、「
穴
黒
々
し
、
瞻く

ろ

き
頭
か
な
。
誰
か
捕
へ
て
漆
塗
り
け
ん
」
と
拍
し
け
り
。
季
仲
卿
の
方か

た

人う
ど

に
、
殿
上
人
、「
穴
白
々
し
、
素し

ろ

き
主
か
な
。
何い

か

な
る
人
の
帛
を
推
し
け
ん
」

と
此2

を
拍
す
。
又
、
花
山

ノ

院
の
入
道
太
（
大
）
政
大
臣
、
御
年
十
歳
の
時
、
父
の
忠
家
卿
に
後ヲ

ク

れ
奉
り
、
恂ミ

な

子し
ご

に
て
在

ま
し
ま

し
け
る
を
、
中
御
門
の
中
納
言
家
成
卿
、
播
（
幡
）

磨
守
た
り
し
時
、
聟
に
取
り
て
、
声は

な

花や
か

にも
テ
な

さ
れ
け
る
に
、
此
も
五3

節
に
、「
播
（
幡
）
磨
米
は
木と

く

賊さ

か
、
椋ム

ク

の
葉
か
。
人
の
蔵き

規ら

を
属つ

く
」
と
早
し
け
り
。

　

然
り
と
雖
も
、
上
代
は
敢
へ
て
事
も
出
で
来
た
ら
ず
。
末
代
は
何い

か

が
有
る
べ
か
る
ら
ん
、
知
り
難
し
。

【
校
異
・
訓
読
】
1
訓
符
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、「
こ
く
そ
つ
」
と
訓
む
よ
う
に
、
音
符
の
誤
り
。
2
「
此か

く
拍
す
」
と
も
訓
め
る
。
3
底
本
「
五
節

ノ

」。

【
注
解
】
〇
上
古
に
も
加
様
の
事
有
り
け
り
　

こ
の
後
に
「
上
代
」
と
も
あ
る
よ

う
に
、〈
闘
〉
で
は
、「
上
古
」
は
「
上
代
」
と
同
じ
意
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

〈
闘
〉
で
使
用
さ
れ
る
「
上
古
」
の
用
例
は
、
該
当
箇
所
以
外
で
は
、
次
の
三
つ
。

①
北
面
は
是
上
古
に
は
無
か
り
し
を
、
白
河
院
の
御
時
よ
り
始
め
て
置
か
れ
（
巻

一
上―

三
〇
オ
～
三
〇
ウ
）

②
北
野
の
天
神
は
時
平
大
臣
の
讒
言
に
因
つ
て
左
遷
せ
ら
れ
、
西
宮
の
左
大
臣
は

多
田
満
仲
が
讒
奏
に
就
き
て
流
罪
せ
ら
れ
に
き
。
是
則
ち
延
喜
の
聖
主
・
安
和

の
御
門
の
御
僻
事
な
り
』と
こ
そ
語
り
伝
へ
て
候
へ
。
上
古
猶
斯
く
の
ご
と
し
、

况
や
末
代
に
於
い
て
を
や
（
巻
一
下―

一
六
オ
）

③
「
殷
王
は
夏
台
に
囚
は
れ
、
文
皇
は
項
利
に
取
ら
れ
て
」
と
云
ふ
本
文
有
り
。

大
国
の
上
古
猶
斯
く
の
ご
と
し
（
巻
八
下―

三
〇
ウ
～
三
一
オ
）

以
上
の
三
例
か
ら
、
次
の
こ
と
が
分
か
ろ
う
。
②
か
ら
は
、
醍
醐
天
皇
や
冷
泉
天

皇
の
延
喜
年
間
や
安
和
年
間
（
十
世
紀
初
め
か
ら
半
ば
）
は
、
上
古
に
含
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
①
か
ら
は
、
十
一
世
紀
末
の
白
河
院
政
期
は
、
上
古
に
は
含
ま
れ

て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
と
す
れ
ば
、〈
闘
〉
が
、
季
仲
（
十
一
世
紀
末
か
ら

十
二
世
紀
初
め
）
や
忠
雅
の
先
例
話
（
一
一
三
三
年
の
話
）
を
、「
上
古
」
の
話

と
し
て
、
以
下
紹
介
す
る
の
は
お
か
し
な
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
は
、
か
つ
て
早
川

厚
一
・〈
盛
全
釈
〉（
三―

六
頁
の
注
解
「
上
代
ハ
角
コ
ソ
有
シ
カ
共
、
異
ナ
ル

事
ナ
シ
。
末
代
ハ
如
何
ア
ル
ベ
キ
ト
…
」
参
照
）
が
推
考
し
た
よ
う
に
、
諸
本
の

「
上
古
」「
上
代
」
は
、〈
延
〉
の
「
代
上
テ
ハ
」（
二
一
ウ
）
と
あ
る
の
が
本
来
の

形
で
、〈
延
〉
本
文
の
意
味
は
、「
時
代
を
遡
る
と
」
ぐ
ら
い
の
意
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
季
仲
や
忠
雅
の
逸
話
も
、
忠
盛
の
昇
殿
も
、
末
代
に
は
入
っ
て
い
た
と
は

言
え
、
例
え
ば
忠
盛
の
時
代
は
、
得
長
寿
院
供
養
譚
で
は
、「
仏
神
ノ
威
光
猶
以

テ
厳
重
」（〈
延
〉
一
五
オ
）
な
時
代
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
他
の
先
例
説
話
と
同
様

に
、
末
代
の
中
で
も
ま
だ
良
き
世
の
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
〈
延
〉
に
見
る
「
代
上
テ
ハ
」
を
、
他
本
が
「
上
古
」
と
か
「
上
代
」

と
解
し
た
こ
と
か
ら
、
先
に
見
た
〈
闘
〉
を
初
め
と
す
る
諸
本
の
混
乱
の
原
因
が

生
じ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

〇
時
の
人
、「
黒
帥
」と
ぞ
申
し
け
る
　

〈
延
・
長
・

盛
・
南
・
屋
・
覚
〉
は
、
季
仲
が
、「
太
宰
（
権
）
帥
」
で
あ
る
こ
と
を
書
き
加

え
る
が
、〈
四
・
闘
〉は
、
そ
の
本
文
を
欠
く
た
め
、
季
仲
が
、
な
ぜ
「（
黒
）
帥
」

と
言
わ
れ
る
の
か
が
不
明
な
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
　

〇
瞻
き
頭
か
な
　

〈
名
義

抄
〉
「
瞻
　

ミ
ル
、
マ
ホ
（
モ
）
ル
、
マ
ハ
ル
、
ユ
タ
カ
ナ
リ
」（
仏
中
六
五
）。
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「
瞻
」
に
は
、「
ク
ロ
シ
」
の
訓
は
な
く
、
あ
る
い
は
、「

」
の
誤
り
か
。〈
名
義

抄
〉「　

ク
ロ
シ
、
ケ
カ
ラ
ハ
シ
」（
仏
下
末
五
五
）。
　

〇
誰
か
捕
へ
て
漆
塗

り
け
ん
　

他
本
は
、〈
延
〉「
何
ナ
ル
人
ノ
ウ
ル
シ
ヌ
リ
ケ
ム
」（
二
一
ウ
）
の
形
。

こ
の
後
、〈
闘
〉
で
も
、
季
仲
方
の
方
人
は
、「
何
な
る
人
の
帛
を
推
し
け
ん
」
と

囃
し
返
し
た
と
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
こ
も
、「
何
な
る
人
の
…
」
と
あ
る
べ
き

と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
　

〇
季
仲
卿
の
方
人
に
、
殿
上
人
、「
穴
白
々
し
、
素
き
主
か

な
…
　

〈
延
・
長
・
盛
・
南
〉
で
は
、
一
方
の
蔵
人
頭
が
色
白
で
あ
っ
た
た
め
、

季
仲
の
方
人
の
殿
上
人
が
、
囃
し
返
し
た
と
す
る
が
、〈
闘
〉
の
場
合
、
そ
の
事

情
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
な
く
、「
穴
白
々
し
」
と
唐
突
に
記
さ
れ
る
た
め
、
分
か

り
づ
ら
い
。
恐
ら
く
は
、〈
全
注
闘
〉
が
記
す
よ
う
に
、〈
闘
〉
に
省
筆
が
行
わ
れ

た
際
の
過
誤
と
考
え
ら
れ
よ
う
（
上―

五
五
頁
）。
な
お
、
本
話
を
、〈
四
・
屋
・

覚
〉
が
欠
く
の
は
、
こ
の
後
に
、「
上
代
は
敢
へ
て
事
も
出
で
来
た
ら
ず
」
と
あ

る
こ
と
に
関
わ
ろ
う
。
　

〇
父
の
忠
家
卿
　

花
山
院
藤
原
忠
雅
の
父
は
、
忠
宗
が

正
し
い
。「
宗
」
の
誤
読
な
い
し
は
誤
写
に
よ
る
か
。

　

〇
恂
子
　

〈
四
・
延
〉「
孤

子
」、〈
盛
〉「
孤
児
」、〈
長
・
南
・
覚
〉「
み
な
し
子
」。「
恂
子
」
を「
み
な
し
ご
」

と
訓
む
類
例
未
詳
。〈
名
義
抄
〉「
恂
　

マ
コ
ト
、
タ
ノ
シ
フ
、
ヲ
ノ
ヽ
ク
、
ヒ
ラ

ナ
リ
、
ヨ
シ
」（
法
中
八
三
）。
　

〇
声
花
に
　

〈
名
義
抄
〉「
声
花
　

ハ
ナ
ヤ
カ
ナ

リ
」（
僧
上
五
）。
　

〇

さ
れ
け
る
に
　

「

」
を
「
も
て
な
す
」
と
訓
む
類
例

未
詳
。〈
名
義
抄
〉「　

カ
ロ
シ
、
ナ
メ
シ
、
ウ
カ
フ
」（
仏
上
七
）。
　

〇
蔵
規

諸
本
で
は
、「
き
ら
」
に
該
当
す
る
語
。〈
四
〉「
威ヰ

勢
」（
巻
一―

七
左
。
但
し
、

京
大
本
・
静
嘉
堂
本
・
昭
和
本
は
、「
キ
ラ
」
の
訓
を
付
す
）、〈
盛
〉「

」（
1

―

三
一
頁
）。「
蔵
規
」
の
「
蔵
」
は
、「
威
」
の
誤
り
の
可
能
性
も
有
る
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
、「
き
ら
」
と
訓
む
類
例
未
詳
。
こ
の
よ
う
に
、〈
闘
〉
に
は
、
中
世

古
辞
書
に
は
見
あ
た
ら
な
い
特
異
な
用
字
が
頻
出
す
る
。
明
経
点
の
ヲ
コ
ト
点
と

共
に
（
早
川
厚
一
②
）、
こ
う
し
た
特
異
な
〈
闘
〉
の
用
字
を
受
容
す
る
言
語
圏

の
探
求
が
今
後
の
課
題
に
な
ろ
う
。
　

〇
上
代
は
敢
へ
て
事
も
出
で
来
た
ら
ず
　

上
代
で
は
、
全
く
何
事
も
起
き
な
か
っ
た
意
。〈
延
・
長
〉「
カ
ヽ
ル
事
ニ
モ
サ
セ

ル
事
モ
出
来
ザ
リ
ケ
リ
」（〈
延
〉
二
一
ウ
）。〈
延
・
長
〉
の
場
合
、
そ
れ
程
の
事

件
も
起
き
な
か
っ
た
意
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
記
す
背
景
に
は
、
季
仲
の
件
で
、
季

仲
の
方
人
が
相
手
の
蔵
人
頭
を
囃
し
返
し
た
事
件
を
想
起
す
る
か
。
そ
の
時
は
、

事
が
出
来
し
た
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
相
手
を
囃
し
返
す
程
度
で
あ
っ
た
の
意
を

含
む
か
。

【
引
用
研
究
文
献
】

＊
早
川
厚
一
①
「『
平
家
物
語
』「
殿
上
闇
討
」
話
の
先
例
説
話―

延
慶
本
の
上
代
・
末
代
に
つ
い
て―

」（
国
語
と
国
文
学
、
一
九
九
三
・
6
。『
平
家
物
語
を
読
む
　

成
立

の
謎
を
さ
ぐ
る
』
和
泉
書
院
二
〇
〇
〇
・
3
。
加
筆
の
上
再
録
）

＊
早
川
厚
一
②
「
源
平
闘
諍
録
の
真
字
表
記
」（『
松
村
博
司
先
生
喜
寿
記
念
国
語
国
文
学
論
集
』
右
文
書
院
一
九
八
六
・
11
）

【
原
文
】

五―

節
モ

已
ニ

―

終
テ

成
二テ

次―

ノ

日
一ニ

如
案
（
一
）

殿―

上
人
一―

同
ニ

被
二

訴―

申
一

者
夫

レ

帯
（シ

テ
二
）

雄―

剣
一ヲ

烈
公―

宴
（
一
）

賜
テ

兵―
杖
一ヲ

出
二

―

入
ル
コ
ト

宮―

中
一ヲ

皆
格―

式
ノ

守
二ル

綸―

命
一ヲ

先―

例
有

１

由へ
（
一
）

者

也
而
忠―

盛
令
ムシ

テ

郎
従
一ヲ

帯
二

兵―

具
一ヲ

召
下

―

置
テ

殿―

上
ノ

小
庭
上ニ

其
身
又
指
二テ

腰―

刀
一ヲ

烈
節―

会
ノ

座
一ニ

従
昔
（
一
）

未
聞
（
一
）

交
二ル

殿―

上
衆
一ニ

輩
帯
二

腰―

刀▽
八
オ

一ヲ

両―

条
共

ニ

非
先―

例
一ニ

希―

代
未―
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聞
狼―

藉
也
事―

既
ニ

重―

畳
ス

罪―

科
争

カ

可
遁
（
一
）

乎
早

ク

削
テ

御―

札
一ヲ

可
被
闕―

官
停―

任
一セ

之
由
各
被

レ
ハ

訴―

申
（
一
）

主―

上
被

テ

驚
キ

思―

食
（
一
）

召
忠―

盛
一ヲ

有
ル

御―

尋
（
一
）

之
処
忠―

盛

申―

状
誠

ニ

如
二

―

勇
聞
一ヘ

シ

【
釈
文
】

　

五
節
も
已す

で

に
終は

て
、
次
の
日
に
成
り
て
、
案
の
ご
と
く
殿
上
人
一
同
に
訴
へ
申
さ
れ
け
る
は
、「
夫そ

レ

雄
剣
を
帯
し
て
公く

宴え
ん

に
列
（
烈
）
し
、
兵
杖
を
賜
は
り
て
宮
中
を
出

入
す
る
こ
と
は
、
皆
格

き
ゃ
く

式し
き

の
綸
命
を
守
る
。
先
例1
由よ

し

有
る
者
な
り
。
而
る
を
忠
盛
、
郎
従
を
し
て
兵
具
を
帯
せ
し
め
（
む
）、
殿
上
の
小
庭
に
召
し
置
き
て
、
其
の
身
は

又
、
腰
刀
を
指
し
て
節
会
の
座
に
列
（
烈
）
す
。
昔
よ
り
未
だ
聞
か
ず
、
殿
上
の
衆
に
交
は
る
輩
、
腰
刀▽

八
オ

を
帯
す
る
こ
と
を
。
両
条
共
に
先
例
に
非
ず
、
希き

代た
い

未み

聞も
ん

の
狼
藉

な
り
。
事
既
に
重
畳
す
。
罪
科
争い

か
でか

遁
る
べ
け
ん
や
。
早
く
御
札
を
削
り
て
、
闕
官
停
任
せ
ら
る
べ
き
」
由
、
各
訴
へ
申
さ
れ
け
れ
ば
、
主
上
驚
き
思
し
食
さ
れ
て
、
忠
盛

を
召
し
て
、
御
尋
ね
有
る
処
に
、
忠
盛
の
申
し
状
、
誠
に
如ゆ

ゆ

勇し

く
ぞ
聞
こ
え
（
へ
）
し
。

【
校
異
・
訓
読
】
1
底
本
「
由へ

」
と
あ
り
。「
ゆ
ゑ
」
と
訓
ま
せ
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
は
、「
よ
し
」
が
良
い
。

【
注
解
】
〇
次
の
日
に
成
り
て
　

翌
日
の
こ
と
と
す
る
の
は
、〈
闘
〉。
五
節
は
、

十
一
月
の
丑
・
寅
・
卯
・
辰
の
四
日
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
殿
上
の
淵
酔

は
寅
の
日
に
行
わ
れ
る
。
故
に
、〈
四
・
長
・
南
・
屋
・
覚
〉
が
「
五
節
了

ケ
レ
ハは

」

（〈
四
〉
五
左
）
と
し
、〈
盛
〉
が
「
五
節
以
後
」（
1―
二
四
頁
）、〈
延
〉
が
「
後

日
ニ
」（
二
〇
オ
）
と
す
る
よ
う
に
、
殿
上
人
達
の
訴
え
は
、
そ
の
日
の
内
で
も
、

翌
日
で
も
な
く
、
五
節
以
後
に
行
わ
れ
た
と
解
す
る
の
が
良
い
。
　

〇
案
の
ご
と

く
　

〈
四
・
長
・
屋
・
覚
〉
同
。
殿
上
人
達
の
訴
え
は
、
忠
盛
に
と
っ
て
既
に
織

り
込
み
済
み
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
は
、
こ
の
語
句
を
記
さ

な
い
他
本
も
同
。
　

〇
皆
格
式
の
綸
命
を
守
る
。
先
例
由
有
る
者
な
り
　

〈
四
・

延
・
長
・
南
・
屋
・
覚
〉
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。〈
延
〉「
皆
格
式
礼
ヲ
守
リ
、

綸
命
由
ア
ル
先
規
也
」（
二
〇
オ
）。
皆
三
代
格
式
の
礼
式
を
守
り
、
勅
命
に
よ
っ

て
許
さ
れ
る
の
が
確
か
な
先
例
な
の
だ
の
意
。
そ
の
点
、〈
闘
〉
は
、
意
味
が
取

り
づ
ら
く
、
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
　

〇
而
る
を
忠
盛
、
郎
従
を
し
て
兵
具
を
帯
せ

し
め
…
　

「
節
会
の
座
に
列
す
」
ま
で
、〈
四
・
長
〉
に
近
似
。〈
長
〉「
し
か
る

を
忠
盛
郎
従
を
し
て
兵
具
を
た
い
せ
し
め
て
、
殿
上
の
小
庭
に
め
し
を
き
、
其
身

は
又
腰
か
た
な
を
よ
こ
た
へ
さ
し
て
節
会
の
座
に
烈
す
」（
1―

三
三
頁
）。
　

〇
昔
よ
り
未
だ
聞
か
ず
、殿
上
の
衆
に
交
は
る
輩
、腰
刀
を
帯
す
る
こ
と
を
　

〈
闘
〉

の
独
自
異
文
。
忠
盛
が
、
腰
刀
を
さ
し
て
殿
上
の
間
に
出
仕
し
た
こ
と
を
前
代
未

聞
の
こ
と
と
し
て
指
弾
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
文
は
、
こ
の
後
の
「
希
代
未
聞

の
狼
藉
…
」
と
も
重
複
す
る
。
当
該
本
文
は
、〈
闘
〉
段
階
で
補
わ
れ
た
も
の
と

考
え
て
良
か
ろ
う
。
　

〇
闕
官
停
任
せ
ら
る
べ
き
　

「
闕
官
」、〈
四
・
覚
〉
同
。

〈
延
・
長
・
盛
・
南
・
屋
〉「
解
官
」
が
良
い
。
仮
名
表
記
の
誤
読
が
そ
の
原
因
に

な
っ
て
い
よ
う
。
　

〇
主
上
驚
き
思
し
食
さ
れ
て
　

主
上
、
つ
ま
り
崇
徳
天
皇
と

す
る
の
が
、〈
闘
・
長
・
南
・
屋
〉。
上
皇
、つ
ま
り
鳥
羽
院
と
す
る
の
が
、〈
延
・

盛
・
覚
〉。「
主
上
」
と
す
る
の
は
、
先
に
内
の
昇
殿
の
「
御
札
を
削
り
て
」
と
、

殿
上
人
達
が
訴
え
た
こ
と
と
関
わ
ろ
う
（〈
延
全
注
釈
〉
1―

一
三
三
頁
）。
　

〇
忠
盛
の
申
し
状
、
誠
に
如
勇
く
ぞ
聞
こ
え
し
　

〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。
忠
盛
の

弁
明
が
、殿
上
人
達
の
訴
え
を
、こ
の
後
退
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、

予
測
さ
せ
る
本
文
。
前
々
節
の
注
解
「
所
存
の
旨
有
る
に
依
つ
て
」
参
照
。
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【
原
文
】

先
郎―

従
祗
二―

候
ノ

小
庭
一ニ

之
条
忠―

盛
不
覚
二

―

悟
セ

之
一ヲ

但
近
日
人
々
有
下

被
ル
ヽ

相―

巧
（
一
）

子
細
上

之
間
年
来
家―

人
聞
此―

事
一ヲ

為
レ

雪
二

其―

恥
一ヲ

不
レ

被
三

知
二

忠―

盛
一ニ

竊
ニ

参
候
之
条
不

及
力
（
一
）

次
第

ナ
リ

若
猶ヲ

可
有
科
（
一
）

者
早

ク

可
召―

進
其―

身
一ヲ

歟
次
帯

ル

刀
一ヲ

事
既

ニ

露
顕
之
上

ハ

勿
論
也
但
件―

ノ

刀
預

二

―

置
ケ
リ

主―

殿―

司
一ニ

早
被
召―

出
彼
一ヲ

御
披
見
之
後
就
二

刀
ノ

実
否
一

ニ

可
レ

有
二

過
ノ

左
右
一

歟
無
レ

所
レ

憚
カ
ル

申
ケ
レ
ハ

之
主―

上
可

ト
テ

然
（
一
）

召―

出
彼―

刀
一

有
ケ
レ
ハ

叡―

覧
一

者
非
二

実―

刀
一ニ

ハ

作
二

一
尺
三
寸
木
刀
一ヲ

上
塗
二タ

ル

黒―

漆
一ニ

鞘▽
八
ウ

―

巻
ノ

実
ニ
ハ

推
タ
リ
ケ
リ

銀
帛
一ヲ

主
上
入

セ

靨
一ニ

御
坐

シ
テ

有
仰
（
一
）

者
各
承

レ

此
（
一
）

為
レニ

遁
二

当―

座
難
一ヲ

雖
下

令
見
中

帯
刀

ヲ

之
由
上ヲ

存
二

―

知
後
日

ノ

訴―

訟
一ヲ

帯
ル（

一
）

木
刀
一ヲ

用
意

ノ

程
コ
ソ

神―

妙
ナ
レ

携
ラ
ン

弓―

箭
道
一ニ

計
コ
ト

尤
右カ

ウ
コ
ソ

欣
ケ
レ

有―

間
（
一
）

兼―
又
郎―

従
為

ニ

雪
二

主―

恥
一ヲ

密
カ
ニ

参―

候
之
条
且

ハ

武―

士
郎―

等
ノ

習
也
全

ク

非
忠―

盛
科
一

若
猶
可
有
其
過
一

者
可
召―

進
其
身
一ヲ

欣1

〔（
歟
）〕
之
申

シ

様
寔

ニ

政―

道

ノ

法
也
憐

レ

知
タ
ル

理―

致
ヲ（

一
）

者
哉

（
ト
）

還
テ

有
ル

御―

感
一

上
ハ

敢
テ

無
罪―

科
ノ

沙
太
一モ

【
釈
文
】

　

「
先
づ
郎
従
小
庭
に
祗
候
の
条
、
忠
盛
之
を
覚
悟
せ
ず
。
但
し
、
近
日
、
人
々
相
ひ
巧
ま
る
る
子
細
有
る
の
間
、
年
来
の
家
人
此
の
事
を
聞
き
て
、
其
の
恥
を
雪す

す

が
ん
が

為
に
、
忠
盛
に
知
ら
れ
ず
し
て
、
竊ひ

そ

か
に
参
候
の
条
、
力
及
ば
ざ
る
次
第
な
り
。
若
し
猶ヲ

科と
が

有
る
べ
く
は
、
早
く
其
の
身
を
召
し
進
ら
す
べ
き
か
。
次
に
刀
を
帯
す
る
事
、

既
に
露
顕
の
上
は
勿
論
な
り
。
但
し
、
件
の
刀
は
、
主と

の

殿も
づ

司か
さ

に
預
け
置
き
け
り
。
早
く
彼
を
召
し
出
だ
さ
れ
て
御
披
見
の
後
、
刀
の
実じ

つ

否ぷ

に
就
き
て
、
過と

が

の
左
右
有
る
べ
き

か
」
と
、
憚

は
ば
カ

る
所
無
く
之
を
申
し
け
れ
ば
、
主
上
「
然
る
べ
し
」
と
て
、
彼
の
刀
を
召
し
出
だ
し
て
叡
覧
有
り
け
れ
ば
、
実

ま
こ
と

の
刀
に
は
非
ず
、
一
尺
三
寸
の
木き

が

刀た
な

を
作
り
、

上
は
黒
漆
に
塗
り
た
る
鞘▽

八
ウ

巻
の
、
実

ま
こ
と

に
は
銀
帛
を
推お

し
た
り
け
り
。
主
上
靨ゑ

つ
ぼに

入
ら
せ
御
坐
し
て
、
仰
せ
有
り
け
る
は
、「
各
此
を
承
れ
。
当
座
の
難
を
遁
れ
ん
為
に
、
刀

を
帯
す
る
由
を
見
せ
し
む
と
雖
も
、
後
日
の
訴
訟
を
存
知
し
て
、
木
刀
を
帯
す
る
用
意
の
程
こ
そ
神
妙
な
れ
。
弓

き
ゅ
う

箭せ
ん

の
道
に
携
は
ら
ん
計
り
こ
と
は
、
尤
も
右カ

ウ

こ
そ
有あ

ら

間ま

欣ほ

し
け
れ
。
兼
ね
て
は
又
、
郎
従
、
主
の
恥
を
雪す

す

が
ん
為
に
、
密
か
に
参
候
の
条
、
且
は
武
士
の
郎
等
の
習
ひ
な
り
。
全
く
忠
盛
が
科
に
非
ず
。『
若
し
猶
其
の
過と

が

有
る
べ
く

は
、
其
の
身
を
召
し
進
ら
す
べ
き
か1

』
の
申
し
様
、
寔

ま
こ
と

に
政
道
の
法
な
り
。
憐
れ
、
理り

致ち

を
知
り
た
る
者
か
な
」
と
、
還
つ
て
御
感
有
る
上
は
、
敢
へ
て
罪
科
の
沙
太
も
無

か
り
け
り
。

【
校
異
・
訓
読
】
1
底
本
「
欣
」
の
右
に
「
歟
」
と
傍
記
。

【
注
解
】
〇
其
の
恥
を
雪
が
ん
が
為
に
　

〈
四
・
延
・
長
・
盛
・
南
・
屋
・
覚
〉

は
、「
雪
が
ん
」
を
「
助
ム
」（〈
延
〉
二
〇
ウ
）
と
す
る
。
殿
上
人
等
に
よ
る
陵

辱
を
免
れ
る
た
め
の
意
だ
か
ら
、
こ
こ
は
、「
助
ム
」
が
良
い
。
　

〇
次
に
刀
を

帯
す
る
事
、
既
に
露
顕
の
上
は
勿
論
な
り
　

〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。
次
に
私
が
腰

刀
を
帯
し
て
い
た
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
に
皆
様
方
の
お
目
に
掛
け
た
上
は

論
ず
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
の
意
。
忠
盛
の
示
威
行
動
の
際
、
打
刀
を
抜
い
て
鬢

の
髪
に
押
し
当
て
た
こ
と
を
言
う
。
　

〇
御
披
見
の
後
　

〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。

よ
く
よ
く
御
覧
に
な
ら
れ
た
後
の
意
。
こ
の
後
の
展
開
を
先
取
り
す
る
か
の
よ
う

な
、
自
信
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
忠
盛
の
物
言
い
が
、〈
闘
〉
に
は
、
随
所
に
見
ら
れ

る
。
〇
憚
る
所
無
く
　

〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。
こ
こ
も
、
忠
盛
の
自
信
に
満
ち
た

物
言
い
の
箇
所
。
　

〇
実
の
刀
に
は
非
ず
、
一
尺
三
寸
の
木
刀
を
作
り
　

〈
闘
〉
の

独
自
異
文
。
他
本
と
は
異
な
り
、
初
め
に
本
当
の
鞘
巻
で
は
な
く
、
一
尺
三
寸
の
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木
刀
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
形
。
　

〇
靨
に
入
ら
せ
御
坐
し
て
　

〈
名
義
抄
〉「
靨

　

ヱ
ク
ホ
」（
法
下
一
〇
四
）。
中
世
古
辞
書
等
に
、「
ゑ
つ
ぼ
」
の
訓
は
見
あ
た

ら
な
い
。
な
お
、
底
本
に
は
、「

」
と
あ
る
。
ま
た
、
巻
一
上
二
九
ウ
に
も
、

「

」と
あ
る
。
い
ず
れ
も
、「
靨
」の
俗
字
と
判
断
し
た
。
　

〇
各
此
を
承
れ
　

〈
闘
〉

の
独
自
異
文
。
主
上
自
ら
が
、
殿
上
人
等
に
、
呼
び
か
け
た
言
葉
。
忠
盛
に
好
意

的
な
裁
定
が
、
こ
の
後
下
る
こ
と
を
十
分
に
予
測
さ
せ
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。
　

〇
当
座
の
難
を
遁
れ
ん
為
に
　

諸
本
も
同
様
だ
が
、
そ
の
中
で
、〈
延
〉
が
「
為

遁
当
座

ノ

恥
辱
一ヲ

」（
1―

二
一
オ
）
と
、
漢
文
表
記
を
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ

れ
る
。
　

〇
有
間
欣
し
け
れ
　

〈
闘
〉
に
は
、
他
に
同
訓
の
用
字
と
し
て
、「
有

間
慕ホ

シ
ク

」（
巻
八
下―

三
二
ウ
）
が
あ
る
。
　

〇
『
若
し
猶
其
の
過
有
る
べ
く
は
、

其
の
身
を
召
し
進
ら
す
べ
き
か
』
の
申
し
様
…
　

「
理
致
を
知
り
た
る
者
か
な
」

ま
で
、〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。
忠
盛
の
弁
明
の
言
葉
を
主
上
が
繰
り
返
し
、
罪
が

も
し
有
る
よ
う
な
ら
ば
、
家
臣
の
身
を
差
し
出
し
ま
し
ょ
う
と
の
潔
い
忠
盛
の
応

対
に
、
こ
れ
こ
そ
政
道
の
法
と
賞
賛
し
た
と
す
る
。
忠
盛
の
振
る
舞
い
は
、
殿
上

人
へ
の
自
信
に
満
ち
た
示
威
行
動
だ
け
で
は
な
く
、
政
道
の
法
に
も
適
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　

〇
理
致
　

道
理
の
意
。「
延
暦
寺
所
レ

申
依
レ

有
二

理
致
一

、

奉
レ

寄
二

賀
茂
之
官
符
文
一

」（『
小
右
記
』
治
安
三
年
〔
一
〇
二
三
〕
四
月
五
日
条
）。


